
保険証や資格確認書の取り扱いについて

1.従来の保険証（オレンジ色のカード型）

みほん
SAMPLE 2025.12.2以降各自で廃棄 【返却不要】(保有者全員)

2.有効期間内の資格確認書を２枚保有した場合
資格確認書

（例）

2026.3.31まで有効

資格確認書
（例）

2028.11.30まで有効

有効期間が短いものを会社経由で【返却が必要】

有効期間が長いものを使用してください

3.新たにマイナ保険証を保有した場合

資格確認書
（例）

2028.11.30まで有効

こちらを使用してください

各自で廃棄してください【有効期間内でも返却不要】
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